
　

町
の
将
来
を
担
う
新
卒
者
を

応
援
す
る
小
野
町
新
卒
者
就
労

応
援
金
交
付
事
業
の
申
請
受
け

付
け
が
10
月
１
日
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

今
年
の
申
請
受
付
の
対
象
者

は
令
和
２
年
３
月
に
学
校
を
卒

業
し
、
令
和
２
年
９
月
30
日
ま

で
に
正
規
雇
用
さ
れ
た
新
卒
の

方
の
う
ち
、
以
下
の
交
付
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

■
交
付
要
件

・
町
内
に
本
社
ま
た
は
事
業

所
、
工
場
な
ど
を
有
す
る
企

業
な
ど（
民
間
企
業
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、

農
業
法
人
な
ど
）に
正
規
雇

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
正
規
雇
用
さ
れ
た
時
点
で
小

野
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
新
卒
者
ま
た
は
県
立
小
野

高
等
学
校
の
新
卒
者
で
あ
る

こ
と
。

・
基
準
日（
令
和
３
年
９
月
30

日
）の
時
点
で
12
カ
月
以
上
、

同
一
企
業
も
し
く
は
そ
の
親

令
和
２
年
度
新
卒
者
対

象「
新
卒
者
就
労
応
援

金
」の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す

会
社
ま
た
は
子
会
社
で
就
労

し
て
い
る
こ
と
。

・
市
町
村
税
の
滞
納
が
な
い
こ

と
。

・
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律（
昭
和
23
年
法
律
第

１
２
２
号
）第
２
条
に
規
定

す
る
営
業
を
営
む
企
業
な
ど

に
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。

■
交
付
内
容

　

30
万
円
を
交
付
し
ま
す
。

■
申
請
受
付
期
間

　

10
月
29
日
㊎
ま
で

※
申
請
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、

町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
企

画
政
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課

☎
７
２

−

６
９
３
９

−
時
間
額
８
２
８
円
−

　

福
島
県
最
低
賃
金
は
、
従
来

の
時
間
額
８
０
０
円
か
ら
28
円

引
き
上
げ
ら
れ
、
10
月
１
日
か

−﹁
グ
ラ
ン
ツ
ー
リ
ス
モ
Ｓ

Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｓ
小
野
町
カ
ッ
プ

２
０
２
１
﹂
−

　

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
の
オ
ン
ラ
イ
ン

イ
ベ
ン
ト「
グ
ラ
ン
ツ
ー
リ
ス

モ 

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｓ
」の
大
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

福
島
県
最
低
賃
金
が

10
月
１
日
か
ら
変
わ
り

ま
し
た

ｅ
ス
ポ
ー
ツ

オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
ま
す

ら
８
２
８
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、
常
用
、

臨
時
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア

ル
バ
イ
ト
な
ど
の
名
称
に
か

か
わ
ら
ず
県
内
す
べ
て
の
労

働
者
に
適
用
さ
れ
、
使
用
者

は
、
そ
の
金
額
以
上
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
最
低
賃
金
に
は
次
の

賃
金
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

〇
精
皆
勤
、
通
勤
、
家
族
手
当

〇
時
間
外
、
休
日
の
割
増
賃

金
お
よ
び
深
夜
手
当

〇
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、

１
カ
月
を
超
え
る
期
間
ご

と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金

問
福
島
労
働
局
労
働
基
準
部

賃
金
室

☎
０
２
４

−

５
３
６

−

４
６
０
４

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
対
戦
が
で
き

る「
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
」は
、
今
後
成

長
が
見
込
ま
れ
て
い
る
ス
ポ
ー

ツ
競
技
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
て
い
る

今
、
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
も

の
で
す
。

　

こ
の
大
会
の
模
様
は
、

Y
ouT

ube

で
生
配
信
す
る
予

定
で
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
大
会
に
は
だ
れ

で
も
参
加
可
能
で
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
方
式

　

オ
ン
ラ
イ
ン
形
式

■
日
時

　

10
月
30
日
㊏

　

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

■
主
催

あ
ぶ
く
ま
地
域
×
ｅ
ス
ポ
ー

ツ
実
行
委
員
会

■
参
加
方
法

　

事
前
エ
ン
ト
リ
ー

詳
し
く
は
、
チ
ラ
シ
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
町
民
体
育
館

☎
７
２

−

２
５
１
８

　

賃
金
未
払
い
、
解
雇
、
退
職
な

ど
の
労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す

る
困
り
ご
と
や
疑
問
に
つ
い
て
の

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相
談
は

無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日
時
・
場
所

〇
10
月
17
日
㊐

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
オ
ン
白
河
西
郷
店（
西
郷
村

大
字
小
田
倉
字
岩
下
11

−

１
）

〇
10
月
24
日
㊐

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で　

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
タ
ウ
ン
ベ
ガ

（
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
51
）

■
相
談
時
間

　

一
人
当
た
り
お
お
む
ね
１
時
間

※
当
日
に
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

が
、
事
前
予
約
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。（
各
会
場
と
も
に
開

催
日
直
前
の
金
曜
日
午
後
５
時

ま
で
受
け
付
け
）

■
問
い
合
わ
せ
・
事
前
予
約

問
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
４

−

５
２
１

−

７
５
９
４

労
働
困
り
ご
と
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
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